
【総括】　
公共建築工事積算基準　

【数量】　
公共建築数量積算基準　

公共建築設備数量積算基準　
【単価】　

公共建築工事標準単価積算基準　
【共通費】　

公共建築工事共通費積算基準　

官庁営繕事業に関する積算関係基準は，総括的
な基準となる「公共建築工事積算基準」のほか，
設計図書から数量の計測・計算方法を定める「公
共建築数量積算基準」および「公共建築設備数量
積算基準」，標準歩掛や市場単価の取り扱い等の
単価および価格の算定に関する事項を定める「公
共建築工事標準単価積算基準（以下「標準単価積
算基準」という）」，共通仮設費，現場管理費およ
び一般管理費等の区分と算定方法を定める「公共
建築工事共通費積算基準（以下「共通費積算基
準」という）」からなっており，これらの積算関
係基準は，「官庁営繕関係基準類等の統一化に関
する関係省庁連絡会議」において統一基準として
決定され，国土交通省のほか各府省庁においても
運用されています（図―１）。
今般，共通費積算基準および標準単価積算基準
を改定し，平成２３年度から運用を開始したところ
であり，以下にこれらの改定内容について紹介し
ます。

１． 共通費積算基準の主な
改定内容

今回の改定においては，建築工事，電気設備工
事および機械設備工事における共通仮設費および
現場管理費の算定方法の見直しを行っています。
共通仮設費および現場管理費の算定方法について
は約１０年ぶりの見直しとなるものであり，改定に
当たっては，国の主な公共建築工事発注機関，都
道府県および政令指定都市の発注工事を対象とし
た共通費実態調査を平成２１年度から平成２２年度前
半まで実施し，この実態調査の結果をもとに算定
式の改定を行っています。
また，昨今の工事発注では新築工事が減り改修

工事が多くなっている状況もあることから，共通
費と工期の関係を分析し，その関係性が明らかに
なれば共通仮設費および現場管理費の算定方法に
反映させることを検討方針として進めてきたとこ

公共建築工事共通費積算基準および
公共建築工事標準単価積算基準の

改定について
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課

図―１ 積算関係統一基準類
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ろであり，今回の改定では，共通仮設費率および
現場管理費率の算定式の変数として従来の工事規
模（直接工事費，純工事費）のほかに「工期」を
追加し，工期に応じた共通仮設費率および現場管
理費の算定ができるように改定を行っています。
これにより工事規模に比して工期の長い改修工事
等においても適切に共通費を算定することができ
ます。
平成２２年７月に公共工事標準請負契約約款が改
正され，契約当事者間の対等性の確保，施工体制
の合理化，不良不適格業者の排除などの観点から
の改善が行われています。具体の改定内容とし
て，工期延長に伴う増加費用の負担について発注
者に帰責事由がある場合には発注者が費用を負担
する旨の規定が追加され，工期延長に伴う費用増
について当事者間の負担の明確化が図られていま
す。共通費積算基準の改定の検討は，これらの公
共工事標準請負契約約款の改正の検討とは別に行
ってきたものですが，新しい共通仮設費率および

現場管理費率の算定式を用いることにより，発注
者に帰責事由がある場合の工期延長に伴う増加費
用についても算定することができるようになりま
す。前述のとおり公共建築工事では改修工事が増
え，これらの多くは施設を利用しながらの改修工
事であり，施設管理の事情から工期延長せざるを
得ない場合などがあり，このような場合に適用す
ることが想定されます。
今回改定した共通仮設費率および現場管理費率

の算定式を表―１～１２に示します。共通仮設費率
および現場管理費率は，工事規模（直接工事費，
純工事費）と工期によって定まることになるの
で，従来の算定式による共通仮設費率および現場
管理費率と直接的な比較はできませんが，従来と
比べておおむね，小規模工事では率が若干高く，
大規模工事では率が若干低くなる傾向が見られま
す。これは大規模工事では現場の効率化が進んで
いるものの，小規模工事では必ず必要となる共通
仮設や配置技術者があり，小規模であるためこれ

表―２ 共通仮設費率（改修建築工事）

直接工事費 ５百万円以下 ５百万円を超える

上限 ６．０７％ １１．７４×P －０．０７７４

共通仮設費率 共通仮設費率算定式により算定された率

下限 ３．５９％ ６．９４×P －０．０７７４

算定式 Kr＝１８．０３×P －０．２０２７×T０．４０１７

ただし，Kr：共通仮設費率（％）
P ：直接工事費（千円）とし，５百万円以下の場合は，５百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の共通仮設費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Krの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―１ 共通仮設費率（新営建築工事）

直接工事費 １千万円以下 １千万円を超える

上限 ４．３３％ ５．７８×P －０．０３１３

共通仮設費率 共通仮設費率算定式により算定された率

下限 ３．２５％ ４．３４×P －０．０３１３

算定式 Kr＝７．５６×P －０．１１０５×T０．２３８９

ただし，Kr：共通仮設費率（％）
P ：直接工事費（千円）とし，１千万円以下の場合は，１千万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の共通仮設費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Krの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。
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表―４ 共通仮設費率（改修電気設備工事）

直接工事費 ３百万円以下 ３百万円を超える

上限 ５．２１％ ８．４７×P －０．０６０８

共通仮設費率 共通仮設費率算定式により算定された率

下限 １．９１％ ３．１０×P －０．０６０８

算定式 Kr＝１０．１５×P －０．２４６２×T０．６９２９

ただし，Kr：共通仮設費率（％）
P ：直接工事費（千円）とし，３百万円以下の場合は，３百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の共通仮設費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Krの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―３ 共通仮設費率（新営電気設備工事）

直接工事費 ５百万円以下 ５百万円を超える

上限 ７．１９％ １６．７３×P －０．０９９２

共通仮設費率 共通仮設費率算定式により算定された率

下限 ３．９０％ ９．０８×P －０．０９９２

算定式 Kr＝２２．８９×P －０．２４６２×T０．４１００

ただし，Kr：共通仮設費率（％）
P ：直接工事費（千円）とし，５百万円以下の場合は，５百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の共通仮設費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Krの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―６ 共通仮設費率（改修機械設備工事）

直接工事費 ３百万円以下 ３百万円を超える

上限 ４．９６％ ７．０２×P －０．０４３３

共通仮設費率 共通仮設費率算定式により算定された率

下限 １．７３％ ２．４４×P －０．０４３３

算定式 Kr＝１２．２１×P －０．２５９６×T０．６８７４

ただし，Kr：共通仮設費率（％）
P ：直接工事費（千円）とし，３百万円以下の場合は，３百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の共通仮設費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Krの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―５ 共通仮設費率（新営機械設備工事）

直接工事費 ５百万円以下 ５百万円を超える

上限 ５．５１％ １２．４０×P －０．０９５２

共通仮設費率 共通仮設費率算定式により算定された率

下限 ４．８６％ １０．９４×P －０．０９５２

算定式 Kr＝１２．１５×P －０．１１８６×T０．０８８２

ただし，Kr：共通仮設費率（％）
P ：直接工事費（千円）とし，５百万円以下の場合は，５百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の共通仮設費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Krの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。
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表―８ 現場管理費率（改修建築工事）

純工事費 ５百万円以下 ５百万円を超える

上限 ２６．８６％ １８４．５８×Np －０．２２６３

現場管理費率 現場管理費率算定式により算定された率

下限 １２．７０％ ８７．２９×Np －０．２２６３

算定式 Jo＝３５６．２０×Np －０．４０８５×T０．５７６６

ただし，Jo ：現場管理費率（％）
Np：純工事費（千円）とし，５百万円以下の場合は，５百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の現場管理費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Joの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―７ 現場管理費率（新営建築工事）

純工事費 １千万円以下 １千万円を超える

上限 ２０．１３％ ７５．９７×Np －０．１４４２

現場管理費率 現場管理費率算定式により算定された率

下限 １０．０１％ ３７．７６×Np －０．１４４２

算定式 Jo＝１５１．０８×Np －０．３３９６×T０．５８６０

ただし，Jo ：現場管理費率（％）
Np：純工事費（千円）とし，１千万円以下の場合は，１千万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の現場管理費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Joの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―１０ 現場管理費率（改修電気設備工事）

純工事費 ３百万円以下 ３百万円を超える

上限 ５０．３７％ ５３０．６８×Np －０．２９４１

現場管理費率 現場管理費率算定式により算定された率

下限 １７．６７％ １８６．１８×Np －０．２９４１

算定式 Jo＝６５８．４２×Np －０．４８９６×T０．７２４７

ただし，Jo ：現場管理費率（％）
Np：純工事費（千円）とし，３百万円以下の場合は，３百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の現場管理費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Joの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―９ 現場管理費率（新営電気設備工事）

純工事費 ５百万円以下 ５百万円を超える

上限 ３８．６０％ ２６３．０３×Np －０．２２５３

現場管理費率 現場管理費率算定式により算定された率

下限 ２２．９１％ １５６．０７×Np －０．２２５３

算定式 Jo＝３５１．４８×Np －０．３５２８×T０．３５２４

ただし，Jo ：現場管理費率（％）
Np：純工事費（千円）とし，５百万円以下の場合は，５百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の現場管理費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Joの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。
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らの工事費に占める割合が高くなっているものと
考えられます。
先にも述べたとおり，共通仮設費および現場管
理費の算定方法は実態調査をもとに実情に合わせ
て定めており，共通仮設の方法や現場の管理・運
営方法が今後変化していけば共通仮設費および現
場管理費の算定方法も見直していくことが必要に
なります。今後は，共通費に関するモニタリング
調査を行い，共通費の動向を把握しながら適切な
積算に努めたいと考えています。

２． 標準単価積算基準の主な
改定内容

市場単価については平成１１年度から導入を始

め，適用工種の追加の検討を行っているところで
あり，現在１８工種３８分類の単価が市場単価へ移行
しています。今回の変更では，すでに市場単価と
なっている「防水」の細目工種である「防水入隅
処理」を市場単価として追加しています。
また，建設機械等損料表の改定に伴い，「建築

工事」における「舗装機械運転」の歩掛，「機械
設備工事」における「土工機械運転」の歩掛等の
改定を行っています。
なお，前述の積算関係基準については，国土交

通省官庁営繕部のホームページに掲載しておりま
すので，詳細はそちらを参照ください。

表―１２ 現場管理費率（改修機械設備工事）

純工事費 ３百万円以下 ３百万円を超える

上限 ４２．０７％ ４６７．９５×Np －０．３００９

現場管理費率 現場管理費率算定式により算定された率

下限 １５．２５％ １６９．６５×Np －０．３００９

算定式 Jo＝８２５．８５×Np －０．５１２２×T０．６６４８

ただし，Jo ：現場管理費率（％）
Np：純工事費（千円）とし，３百万円以下の場合は，３百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の現場管理費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Joの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。

表―１１ 現場管理費率（新営機械設備工事）

純工事費 ５百万円以下 ５百万円を超える

上限 ３１．２３％ １６５．２２×Np －０．１９５６

現場管理費率 現場管理費率算定式により算定された率

下限 １７．１４％ ９０．６７×Np －０．１９５６

算定式 Jo＝１５２．７２×Np －０．３０８５×T０．４２２２

ただし，Jo ：現場管理費率（％）
Np：純工事費（千円）とし，５百万円以下の場合は，５百万円として扱う
T ：工期（カ月）

（注）１． 本表の現場管理費率は，施工場所が一般的な市街地の比率である。
２． Joの値は，小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする。
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